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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等       

売上高 (百万円) 456,681 469,679 476,969 926,019 934,678

法人税等及び持分法 
による投資損益等前中間 
(当期)利益 

(百万円) 10,021 13,811 4,069 19,576 22,382

中間(当期)純利益 (百万円) 5,927 8,325 3,072 10,641 11,839

純資産額 (百万円) 251,043 266,499 283,283 262,096 268,621

総資産額 (百万円) 635,609 619,051 615,086 610,663 611,250

１株当たり純資産額 (円) 1,099.50 1,167.32 1,241.00 1,147.95 1,176.72

１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 25.96 36.46 13.46 46.61 51.86

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 25.61 36.46 13.45 46.32 51.85

自己資本比率 (％) 39.5 43.0 46.1 42.9 43.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 5,718 9,097 △17,810 35,040 34,880

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,128 △9,824 △10,120 △7,084 △23,530

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △12,539 △3,038 3,200 △41,113 △18,145

現金及び預金の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 81,052 69,823 42,063 73,588 66,793

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
15,851 
(12,949)

15,860
(13,202)

15,709
(13,362)

15,418 
(12,940)

15,658
(13,048)

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 302,578 306,490 307,187 607,022 611,912

経常利益 (百万円) 5,842 7,494 3,005 10,542 9,585

中間(当期)純利益又は中
間純損失(△) 

(百万円) 3,075 3,752 △1,505 5,228 5,026

資本金 (百万円) 24,165 24,165 24,166 24,165 24,165

発行済株式総数 (千株) 228,445 228,445 228,445 228,445 228,445

純資産額 (百万円) 206,351 208,705 206,619 209,569 211,006

総資産額 (百万円) 375,497 369,116 376,070 362,211 360,664

１株当たり純資産額 (円) 903.76 914.17 905.15 917.89 924.33

１株当たり中間(当期)純
利益金額又は1株当たり
中間純損失金額（△） 

(円) 13.47 16.44 △6.59 22.90 22.02

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 13.39 16.43 ― 22.86 22.01

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 16.00 16.00

自己資本比率 (％) 55.0 56.5 54.9 57.9 58.5

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
2,942 
(2,562)

2,628
(2,818)

2,498
(2,671)

2,925 
(2,748)

2,589
(2,813)



(注) １ 中間配当制度は採用しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当社の中間連結財務諸表及び連結財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められた会計基準により作成されており、上記

連結経営指標等は同会計基準に基づき算出しております。 

  なお、連結経営指標等の「１株当たり中間(当期)純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額」

については、財務会計基準審議会基準書128号に基づき、「基本的１株当たり純利益金額」及び「希薄化後１株当たり純

利益金額」を記載しております。 

４ 提出会社の金額につきましては、第60期までは百万円未満を切り捨てて記載し、第61期中間会計期間から百万円未満を四

捨五入して記載しております。 

    ５  提出会社の経営指標等につきましては、第61期中間会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用しております。 

６ 提出会社の第61期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益つきましては、潜在株式は存在しますが、１株当

たり中間純損失であるため、記載しておりません。 



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。 

  また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)

であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間連結会計期間平均雇用人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員数に

は、パートタイマー、準社員及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は（ ）

内に当中間会計期間平均雇用人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員数には、パートタイマー、準社員及び嘱託

契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

食肉関連事業 
13,983 

(    11,607) 

その他の事業 
1,419 

(   1,714) 

全社(共通) 
307 

(    41) 

合計 
15,709 

(  13,362) 

従業員数(名) 2,498 (2,671) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国の経済は、企業部門の好調さが家計部門に波及し、緩やかな回復基調となりました。雇

用・所得環境の回復が明確になったことから、個人消費につきましても底堅い動きが続きました。 

食品・食肉業界におきましては、一昨年12月に発生した米国ＢＳＥによる牛肉禁輸措置の長期化に伴う牛肉販売量の

低下や鳥インフルエンザによるタイ・中国からの非加熱鶏肉禁輸処置の継続と代替需要である豚肉の相場高による原料

価格の高騰、原油高による包装材料などの資材コストの上昇など、引き続き厳しい環境下にありました。 

このような中、日本ハムグループは「新中期経営計画パートⅠ」に掲げた三つの方針を堅持しつつ、事業の積極的推

進を図りました。また企業体質の向上を図るべく、製造から販売に至るコスト構造の抜本的な見直し等にも取り組んで

まいりました。 

具体的には、チャネル別に再編した営業体制でのきめ細かい販路・経路施策の推進や海外を含めた生産拠点の整備に

よるインテグレーションシステムの強化とそれに伴う食肉のブランド商品の拡販を図りました。また、生産拠点の見直

しや生産ラインの整備、グループ全社の情報一元管理による物流費や資材コストの低減などコストの削減に努めまし

た。さらには、人事制度の改正や関係会社への転籍などの改革にも取り組み、競争力の向上による攻めの営業体制の構

築を目指しました。 

一方、グループ全体での研修会等によるコンプライアンスの更なる浸透や内部統制の強化、ＣＳ活動の普及などにも

グループを挙げて取り組みました。 

以上の企業活動の結果、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比1.6％増の476,969百万円となりました。利益に

つきましては、原料価格の高止まりや熾烈な価格競争による収益の低下の影響は予想以上であり、上記のコスト削減で

は吸収しきれませんでした。また、これまで好調だった輸入食肉事業において、豪州の素牛価格の上昇や国内需要の低

下により牛肉相場が下落したこともあり、中間税引前利益は前年同期比70.5％減の4,069百万円、中間純利益は前年同

期比63.1％減の3,072百万円とかつてない厳しい結果となりました。 



   事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

① 食肉関連事業 

ハム・ソーセージ部門は、品質保証体制の強化やＣＳ視点による商品改善に努めるとともに、新キャラクター

「ハムリンズ」を前面に押し出した販売促進を図りました。また原料価格の高騰に対しましては、生産ラインの見

直しや副原料や資材のコストダウンを推し進めました。売上げにつきましては、「シャウエッセン」などの主力ブ

ランド商品や中元ギフトなどは伸長しましたが、量目の規格変更に伴う数量ダウンの影響や業務用チャネルの不

振、新商品の伸び悩みもあり、厳しい結果となりました。 

なお、ハム・ソーセージ部門の生産高は前年同期比3.1％減の46,341百万円（製造原価ベース）となりました。 

加工食品部門は、季節を先取りした新商品開発と早期プレゼンテーションの実施など経路別にきめ細かい商品開

発と販売促進に取り組みました。原料価格の高騰に対しましては、国内工場を中心に「ムダ取り運動」に取り組む

とともに、ハム・ソーセージ部門との連携を強化し、効率化を推進しました。売上げにつきましては、量販チャネ

ルを中心に「中華名菜」や「石窯工房」などのブランド商品が順調に推移したことやプレミアムハンバーグ「豊

潤」などの新商品の寄与もあり、伸長しました。 

なお、加工食品部門の生産高は前年同期比3.4％減の46,460百万円（製造原価ベース）となりました。 

食肉部門は、「安全・高品質・高付加価値商品の提供」を重点方針としてトレーサビリティーを背景としたブラ

ンド商品の拡販に努めました。米国からの牛肉禁輸措置が長引く中で、豪州産「大麦牛」などを伸長させるととも

に、代替需要である豚肉、国産牛肉、国産鶏肉のブランド商品を、全国に展開する食肉販売会社の営業力を生かし

て拡販することにより、総合力で売上げをカバーしました。 

以上の結果、食肉関連事業の売上高は前年同期比1.9％増の425,849百万円、営業利益は前年同期比60.8％減の

6,487百万円となりました。 

② その他の事業 

水産部門については、きめ細かい経路別営業を推進しました。特に量販店のデリカ部門などに注力し、伸長させ

ました。しかしながら販売構成比の高い寿司種ルートが、漁獲量の減少やロシア、中国等の需要増にともなう原料

高や国内マーケットにおける価格競争の激化などで苦戦しました。売上高につきましては、新規顧客の開拓もあり

伸長しました。 

乳製品部門は、乳酸菌飲料については、斬新なアイデアと機能性を加えた新商品の開発と業務用などの経路開拓

などに取り組むとともにＴＶＣＭなど積極的な販売促進なども行いました。また、市販用チーズについては、新プ

ラントを稼動させ、売上げ拡大に努めました。 

これらに外食等の売上げを加えたその他の事業の売上高は、前年同期比0.6％増の64,242百万円、営業利益は前年

同期比12.9％減の269百万円となりました。 

  

  



所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

① 日本 

ハム・ソーセージが業務用商品などの不振により減収となりましたが、加工食品は主力ブランド商品や新商品な

どで売上げを伸ばしました。食肉は、牛肉が米国産牛肉禁輸措置の長期化により減収となりましたが、その代替需

要である豚肉及び鶏肉の売上げは伸び、全体でほぼ横ばいとなりました。これらの結果、日本での売上高は前年同

期比0.5％増の435,999百万円となりました。営業利益は、原材料価格の高騰などにより、前年同期比50.0％減の

6,934百万円となりました。 

② その他の地域 

米州地域においては、米国での豚肉相場の回復及び消費者の健康志向の高まりにともなう消費量の増加で売上げ

は伸び、営業利益も堅調に推移しました。豪州地域においては、輸出売上げの伸びにより売上げは堅調に推移しま

したが、素牛価格の高騰による原料高に加えて豪州産チルドビーフ相場の下落などにより大幅な減益となりまし

た。これらの結果、売上高は前年同期比12.7％増の82,265百万円、営業利益は前年同期より減少して29百万円の営

業損失となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び預金残高は、前期末比24,730百万円減の42,063百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は、次の通りです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、支払手形及び買掛金の増加はありましたが、棚卸資産の増加などによ

り、17,810百万円の純キャッシュ減（前中間期は9,097百万円の純キャッシュ増）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得12,192百万円などにより、10,120百万円の純キャッ

シュ減（前中間期は9,824百万円の純キャッシュ減）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、現金配当及び長期債務の返済はありましたが、短期借入金の増加などに

より、3,200百万円の純キャッシュ増（前中間期は3,038百万円の純キャッシュ減)となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

生産飼育から処理・加工・販売までのすべてを当社グループで一貫して行っており、その生産・販売品目も主とし

て食肉に関連した広範囲かつ多種多様なものとなっております。また、同種の品目についても容量、形態、包装等も

一様でなく、特に食肉については、販売用食肉とハム・ソーセージ、加工食品などの原料用にも使用されており食肉

の生産実績を金額あるいは数量で示すことが困難であります。 

このため、生産、受注及び販売の状況については、「１ 業績等の概要」において記載しております。 

なお、受注生産は行っておりません。 

３ 【対処すべき課題】 

（１）グループ経営資源の全体最適配分 

人、物、金等の経営資源を全体最適の視点で配分し、グループ全体として財務体質の強化を図ります。 

「キャッシュ・フローの増大」、「有利子負債の圧縮」と「資金効率の向上」を重視した経営を行い、事業の「選

択・集中・拡大」に繋げてまいります。 

また事業部間の人事交流など人材の流動化を促進して、最適配置と活性化にも努めてまいります。また、女性が活

躍する場を広げ、グループの活力にもつなげてまいります。さらには、生産設備や遊休設備の事業部を超えた相互活

用を図り、コスト削減も図ってまいります。 

一例として、仕入から製造、物流に至るまでのＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）体制の構築を目指し、平

成17年度よりＳＣＭ推進室を新設し、仕入購買と物流をグループ全体最適の視点で総合的に管理することにより仕入

コストや物流コストの削減を図ってまいります。 

また、同じく平成17年度よりハム・ソーセージ事業部とデリ商品事業部（平成16年度より加工食品事業部と惣菜事

業部を統合して設置）を統轄管理する生産統轄部を設置し、設備、研究、購買において統合効果を追求し、コスト削

減に努めてまいります。 

（２）積極的な事業拡大 

① 国内事業 

         新中期経営計画の中で、ハム・ソーセージ、加工食品、食肉の事業拡充とともに、これらに続く第４、第５

の事業の柱として水産、乳製品事業を掲げ、日本ハムグループに「活力」を生み出し、一層の飛躍を遂げるこ

とを目指しております。この事業領域の拡大とは単なる多角化や総合食品化ではなく、グループの強みを生か

した「戦略的多角化企業グループ」になることです。 

       食品・食肉業界を取り巻く環境は厳しい状況ですが、グループが有する開発力、技術力、営業力を組み合わ

せ新たな価値創造に向けた経営“ハイブリッド経営”を展開してまいります。 

② 海外事業 

         国内市場は安価な輸入品の増大や同業・異業種との競争激化による価格下落など熾烈な環境にあります。ま

た少子高齢化により市場のシュリンクも予測される中で海外事業は重要な位置づけにあります。 

食肉ビジネスに加え、水産品、加工食品などへの事業展開や日本国内への供給だけでなく、現地販売や第三

国に対する輸出による事業拡大を目指しております。その為にもグローバルな人材の育成はもとより、資

金・設備・人材の有効活用と全体最適配置の推進、さらには品質保証体制の充実を図ってまいります。 

平成17年度より国際部を新設し、海外事業に関する情報共有とグループ協力体制を構築し、海外事業拡大に

つなげてまいります。 

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループの事業を支えるための基礎研究から商品開発に及ぶ研究開発は、中央研究所、商品開発研究所及び

関連企業の開発部門において推進されています。研究の中核を担う中央研究所は、「食と健康・食の安全、安心」

をキーワードに、急速に変化する時代の要請や多様化する顧客ニーズに対応すべく研究開発活動を行っています。 

当中間連結会計期間の取り組みは以下の通りです。 

（１）事業部門を支援する研究開発 

当社グループの事業活動を支援する研究開発を担当部門との有機的な連携の下、推進しています。当社グループの

ブランド食肉の持つ嗜好性等の特性を検証する研究、野菜の持つ健康への機能の研究、食肉生産過程で生じる様々な

未利用資源を活用するための技術研究を進めています。新たなテーマとして、食肉生産農場の衛生管理や育種分野に

おける技術開発にも取り組んでいます。さらに加工事業部門とタイアップした商品開発も展開中です。 

（２）健康に有用な機能性素材及び健康志向食品の開発 

高まる健康ニーズに対応して、健康関連食品市場を狙った研究開発を展開しています。当社の豊富な畜産資源を有

効活用する観点から、健康の維持増進に役立つ物質の開発、その健康への作用を科学的に検証する研究及び健康志向

食品への応用開発等を進めています。今迄に開発したコラーゲン類等は健康食品向け素材として市場展開中ですが、

当中間連結会計期間には、鶏肉に含まれる運動時の疲労回復作用のある物質の開発も完了するとともにその他新規素

材の研究開発も進展させました。また、機能性素材を精製する技術開発も併行して進めています。今後、当該分野の

市場参入とともに健康志向食品分野にも本格的に取り組みます。 

（３）アレルゲン検査キット等の食品検査試薬の研究開発 

食品中のアレルゲン物質を検出する検査キット（商品名：ＦＡＳＴＫＩＴエライザシリーズ）の開発においては、

加熱加工された食品からの検出率を高める改良研究を終了しました。改良した製品は、厚生労働省よりその性能を評

価され、現標準法に加えて、改良法として通知されました。また、確認検査用の新キットも完成し発売しました。簡

易検査用キットシリーズも含めた一連の商品群をもって、食物アレルギー検査市場でさらなる拡大展開を図ります。

また、当該分野の研究開発で培った免疫関連技術を駆使して、食品衛生管理に有用な微生物測定試薬等の開発も進め

ています。 

（４）食品の新規分析技術の開発 

食品の安全性を確保するための先端的な食品分析技術の開発にも取り組み、研究開発成果を逐次、当社で取り扱う

原料等の安全性検査活動に応用しています。 

来年より施行される「農薬等のポジティブリスト制度」に照準を合わせて進めてきた残留物質の迅速測定技術の開発

も完成域に入りました。アレルギー物質検査技術とともに食の安全・安心の保証に有用な技術として実用化を目指し

ます。 

これらの研究開発活動は、研究のスピードの向上とともに競争優位に立てる高度な技術を確保する狙いから、テー

マによっては、大学等の社外専門機関とタイアップすることにより推進しています。 

当中間連結会計期間の当社グループ全体の研究開発費は、1,300百万円です。 

なお、当社グループの研究開発活動は、主として食品事業活動に必要な基礎から商品開発に及ぶさまざまな研究

開発を行っており、特定のセグメントに関連付けることが困難であります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更はありま

せんが、当中間連結会計期間において完了したものは次の通りです。 

(単位：百万円) 

 (注) 1  金額には消費税等は含んでおりません。 
    2  各セグメントの概要は、次の通りです。 

  

食肉関連事業について 

 当社においては、ハム・ソーセージ及び加工食品の生産設備増設・更新に1,615百万円、営業設備の充実などに108百

万円の設備投資を実施しました。 

 連結子会社においては、日本ホワイトファーム㈱、日本スワイン農場㈱などの生産飼育設備の更新・充実などに2,935

百万円、東日本フード㈱などの販売設備の充実に2,159百万円、東日本ハム㈱を中心にハム・ソーセージ及び加工食品の

製造設備の更新などに2,064百万円、日本フードパッカー㈱などの処理・加工工場の処理・加工設備の更新・充実に621

百万円の設備投資を実施しました。 

  

その他の事業について 

 ㈱宝幸、日本ルナ㈱、マリンフーズ㈱などを中心に乳製品及び水産物の製造設備・販売設備の更新に973百万円の設備

投資を実施しました。 

  

 なお、所要資金は自己資金及び借入金にて賄いました。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金 額 設備の主な内容・目的 

食肉関連事業 10,514 
生産飼育設備、処理・加工設備、ハム・ソーセージ及び

加工食品生産設備などの増設及び更新、営業設備の更新 

その他の事業 973 乳製品、水産物の生産設備の充実 

小計 11,487   

消去又は全社 △224   

合計 11,263   



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 （注） 定款での定めは、次のとおりであります。 

     当社が発行する株式の総数は570,000,000株とする。 

     ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。 

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 570,000,000

計 570,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月16日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 228,445,350 228,445,350

東京証券取引所
 (市場第一部) 
 大阪証券取引所 
 (市場第一部) 
ルクセンブルク 
 証券取引所(CDR) 
ユーロネクスト 
(パリ) 

― 

計 228,445,350 228,445,350 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

 当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

  

  

株主総会の決議日（平成16年6月25日） 

  中間会計期間末現在 提出日の前月末現在 

  （平成17年9月30日） （平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 123 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 123,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり1円 同左 

新株予約権の行使期間 平成16年7月13日～平成36年6月30日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1円 

資本組入   1円 

同左 

  

新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当を受けた者は、当社

の役員等のいずれの地位をも喪失した

日の1年後の日の翌日から新株予約権

を行使できるものとする。その他の条

件は、取締役会の決議に基づき、当社

と新株予約権の割当を受けたものとの

間で締結する「新株予約権割当契約

書」で定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺

贈その他の処分の禁止。 

同左 



  

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

（注） 従来、百万円未満を切り捨てて記載しておりましたが、当中間会計期間から百万円未満を四捨五入して記載しております。 

株主総会の決議日（平成17年6月28日） 

  中間会計期間末現在 提出日の前月末現在 

  （平成17年9月30日） （平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 108 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 108,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり1円 同左 

新株予約権の行使期間 平成17年7月12日～平成37年6月30日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1円 

資本組入   1円 

同左 

  

新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当を受けた者は、当社

の役員等のいずれの地位をも喪失した

日の1年後の日の翌日から新株予約権

を行使できるものとする。その他の条

件は、取締役会の決議に基づき、当社

と新株予約権の割当を受けたものとの

間で締結する「新株予約権割当契約

書」で定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺

贈その他の処分の禁止。 

同左 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日～ 
 平成17年９月30日 

― 228,445,350 ― 24,166 ― 43,084



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

（注） １ 株主 大社義規氏は平成17年４月27日に死去されておりますが、相続手続中のため平成17年９月30日現在の株主名簿上の

名義で記載しております。 

  

２ 平成17年９月13日付（報告義務発生日平成17年８月31日）でアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会

社から大量保有報告書（変更報告書）が関東財務局に提出されておりますが、当中間期末現在における当該法人名義の実

質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりです。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目１１―３ 16,617 7.27

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６―３ 11,784 5.16

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８―１１ 10,753 4.71

株式会社百十四銀行 香川県高松市亀井町５―１ 9,887 4.33

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１―１ 9,806 4.29

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13―２ 8,926 3.91

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目２―２ 8,182 3.58

大 社 義 規 香川県高松市番町４丁目13―12 7,606 3.33

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13―１ 7,287 3.19

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞ヶ関３丁目７―３ 4,990 2.18

計 ― 95,841 41.95

大量保有者名 保有株式数 株式保有割合

アライアンス・キャピタル・マネジメント・エル・ピー 10,453千株 4.58％ 

アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社 865千株 0.38％ 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株（議決権10個）含まれております。 

       ２「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式569株及び、証券保管振替機構名義の株式が200株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 
平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 
  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

（１）役職の異動 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

174,000 
普通株式 ― ― 

完全議決権株式(その他) 
227,507,000 

普通株式 
  227,507 ― 

単元未満株式 
764,350 

普通株式 
― ― 

発行済株式総数 228,445,350 ― ― 

総株主の議決権 ―   227,507 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
日本ハム株式会社 

大阪市中央区南本町 
三丁目６番14号 

174,000 ― 174,000 0.08

計 ― 174,000 ― 174,000 0.08

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,434 1,361 1,336 1,308 1,280 1,270

最低(円) 1,310 1,281 1,272 1,276 1,184 1,192

新役名及び職名 旧役名及び職名   氏名  異動年月日 

取締役 
上席執行役員 

管理本部長・ 
総務部長 

 取締役 
 上席執行役員 

管理本部長 上田 敏 平成17年９月21日

取締役 
常務執行役員 

関連企業本部長・
事業統轄部長 

 取締役 
 常務執行役員 

関連企業本部長 大社 啓二 平成17年12月１日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1)   当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号)第81条 (平成14年内閣府令第12号附則第４項適用)の規定により、米国において一般に公正妥当と認められた

会計基準による用語、様式及び作成方法(以下「米国会計基準」という。)に基づいて作成しております。ただし、

中間連結財務諸表に対する注記⑦のセグメント情報については、中間連結財務諸表規則第14条に基づいて作成して

おります。 

  

(2)   当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、金額の記載は第60期までは百万円未満を切り捨てて記載しておりますが、第61期中間会計期間から百万円

未満を四捨五入して記載しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで) 及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表については新日

本監査法人及び監査法人トーマツにより中間監査を受けております。また、前中間会計期間(平成16年４月１日から

平成16年９月30日まで) 及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表につい

ては新日本監査法人の中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 

    前中間期
(平成16年９月30日) 

当中間期
(平成17年９月30日) 

前期 
(平成17年３月31日) 

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資産の部)   

流動資産   

現金及び預金 (注記①) 69,823 42,063 66,793

定期預金   2,155 2,600 3,107

有価証券 (注記①、② 
及び④) 1,294 1,112 1,595

受取手形及び売掛金 (注記①) 99,470 99,999 97,283

貸倒引当金   △1,285 △920 △1,367

棚卸資産 (注記①) 97,581 123,835 95,646

繰延税金 (注記①) 6,165 6,022 5,432

その他の流動資産   14,963 15,133 12,324

流動資産合計   290,166 289,844 280,813

投資及び長期債権   

関連会社に対する投資及び貸付金 (注記①) 1,062 1,086 1,279

その他の投資有価証券 (注記①、② 
及び④) 22,148 24,286 22,313

その他の投資   15,259 13,958 14,398

投資及び長期債権合計   38,469 39,330 37,990

有形固定資産―減価償却累計額控除後 (注記①及び③) 265,279 266,137 266,494

長期繰延税金 (注記①) 19,979 11,630 19,772

その他の資産   5,158 8,145 6,181

資産合計   619,051 615,086 611,250



  

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 

    前中間期
(平成16年９月30日) 

当中間期
(平成17年９月30日) 

前期 
(平成17年３月31日) 

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(負債及び資本の部)   

流動負債   

短期借入金 (注記③) 89,097 92,196 78,480

一年内に期限の到来する長期債務 (注記③) 18,873 21,930 28,032

支払手形及び買掛金   90,376 97,018 91,077

未払法人税等 (注記①) 5,784 4,093 5,389

繰延税金 (注記①) 485 852 623

未払費用   14,872 19,920 15,483

その他の流動負債   6,668 5,543 7,256

流動負債合計   226,155 241,552 226,340

退職金及び年金債務 (注記①) 44,716 22,578 48,074

長期債務(一年内期限到来分を除く) (注記③及び④) 75,380 62,335 61,724

長期繰延税金 (注記①) 3,327 3,478 3,537

少数株主持分   2,974 1,860 2,954

契約残高及び偶発債務 (注記①及び⑥) 

資本   

資本金 (注記①) 24,166 24,166 24,166

授権株式数     570,000,000株
  発行済株式数 

前中間期 228,445,350株
     当中間期 228,445,350株

       前  期 228,445,350株

  

資本剰余金 (注記①) 50,478 50,623 50,553

利益剰余金   

利益準備金   6,637 6,741 6,637

その他の利益剰余金   202,833 205,662 206,346

その他の包括利益(△損失)累計額   △17,448 △3,703 △18,887

自己株式   △167 △206 △194

       前中間期   146,075株
       当中間期   174,569株
       前  期   165,572株

  

資本合計   266,499 283,283 268,621

負債及び資本合計   619,051 615,086 611,250



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 

    
前中間期

(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日) 

当中間期
(平成17年４月１日 
～平成17年９月30日) 

前期 
(平成16年４月１日 
～平成17年３月31日) 

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

収益   

売上高 (注記①) 469,679 476,969 934,678

その他   1,011 1,538 2,719

収益合計   470,690 478,507 937,397

原価及び費用   

売上原価（当中間期：厚生年金基金代行
返上に伴う清算損失5,589百万円を含む） (注記①) 367,313 391,930 736,119

販売費及び一般管理費（当中間期：厚生
年金基金代行返上に伴う清算損失15,210 
百万円を含む） 

(注記①) 85,543 99,185 171,318

厚生年金基金代行返上に伴う債務返還差額 (注記①) ― △27,434 ―

支払利息   1,244 1,250 2,487

その他   2,779 9,507 5,091

原価及び費用合計   456,879 474,438 915,015

法人税等及び持分法による 
投資損益等前中間(当期)利益   13,811 4,069 22,382

法人税等 (注記①) 

中間(当期)税金   5,751 3,556 8,451

繰延税金   △276 △1,620 2,084

法人税等合計   5,475 1,936 10,535

持分法による投資損益、臨時項目及び会計処 
理変更による累積的影響額前中間(当期)利益   8,336 2,133 11,847

持分法による投資損益(法人税等控除後) (注記①) △11 △12 △8

臨時項目及び会計処理変更による累積的 
影響額前中間(当期)利益   8,325 2,121 11,839

臨時項目―貸方のれん償却益(当中間期：
法人税等控除額0円) (注記①) ― 555 ―

会計処理変更による累積的影響額(当中間期
：法人税等控除額275百万円) (注記①) ― 396 ―

中間(当期)純利益   8,325 3,072 11,839

１株当たり金額 (注記①) 

基本的：   

臨時項目及び会計処理変更による 
累積的影響額前中間(当期)利益   36.46円 9.30円 51.86円

臨時項目―貸方のれん償却益   ― 2.43円 ―

会計処理変更による累積的影響額   ― 1.73円 ―

中間(当期)純利益   36.46円 13.46円 51.86円

希薄化後：   

臨時項目及び会計処理変更による 
累積的影響額前中間(当期)利益   36.46円 9.29円 51.85円

臨時項目―貸方のれん償却益   ― 2.43円 ―

会計処理変更による累積的影響額   ― 1.73円 ―

中間(当期)純利益   36.46円 13.45円 51.85円



③ 【中間連結資本勘定増減表】 

  

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 

    
前中間期

(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日) 

当中間期
(平成17年４月１日 
～平成17年９月30日) 

前期 
(平成16年４月１日 
～平成17年３月31日) 

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

資本金 (注記①) 

期首残高   24,166 24,166 24,166

中間期末(期末)残高   24,166 24,166 24,166

資本剰余金 (注記①) 

期首残高   50,438 50,553 50,438

ストックオプションの付与   40 70 117

ストックオプションの行使   ― ― △2

中間期末(期末)残高   50,478 50,623 50,553

利益準備金   

期首残高   6,616 6,637 6,616

その他の利益剰余金からの振替額   21 104 21

中間期末(期末)残高   6,637 6,741 6,637

その他の利益剰余金   

期首残高   198,181 206,346 198,181

中間(当期)純利益   8,325 3,072 11,839

合計   206,506 209,418 210,020

処分額   

現金配当支払額   3,653 3,652 3,653

利益準備金への振替額   20 104 21

合計   3,673 3,756 3,674

中間期末(期末)残高   202,833 205,662 206,346

その他の包括利益(△損失)累計額   

売却可能有価証券未実現評価損益 (注記①及び②) 

期首残高   4,143 4,197 4,143

中間(当期)変動額   △975 999 54

中間期末(期末)残高   3,168 5,196 4,197

デリバティブ未実現評価損益 (注記⑤) 

期首残高   8 21 8

中間(当期)変動額   △1 △3 13

中間期末(期末)残高   7 18 21

年金債務調整勘定   

期首残高   △19,390 △22,015 △19,390

中間(当期)変動額   ― 12,272 △2,625

中間期末(期末)残高   △19,390 △9,743 △22,015

外貨換算調整勘定   

期首残高   △1,923 △1,090 △1,923

中間(当期)変動額   690 1,916 833

中間期末(期末)残高   △1,233 826 △1,090

その他の包括利益(△損失) 
累計額中間期末(期末)残高   △17,448 △3,703 △18,887

自己株式   

期首残高   △143 △194 △143

中間(当期)取得額   △24 △12 △53

ストックオプションの行使   ― ― 2

中間期末(期末)残高   △167 △206 △194

資本合計   266,499 283,283 268,621



④ 【中間連結包括利益計算書】 

  

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 

    
前中間期

(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日) 

当中間期
(平成17年４月１日 
～平成17年９月30日) 

前期 
(平成16年４月１日 
～平成17年３月31日) 

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

中間(当期)純利益   8,325 3,072   11,839

その他の包括利益(△損失) 
(法人税等控除後)     

売却可能有価証券未実現評価(△損)益     
未実現評価(△損)益の中間(当期) 
変動額     

法人税等控除額 前中間期   689
        当中間期 △1,002
        前  期 △ 559

  △960 1,442 805 

中間(当期)純利益に含まれている 
実現売却損(△益)     

法人税等控除額 前中間期    10
        当中間期     308
        前  期   522

  △15 △975 △443 999 △751 54

デリバティブ未実現評価(△損)益     
法人税等控除額 前中間期    1
        当中間期       2
        前  期 △  9

  △1 △3   13

年金債務調整勘定     
法人税等控除額 当中間期 △8,528

前  期  1,825
  ― 12,272   △2,625

外貨換算調整勘定   690 1,916   833

その他の包括利益(△損失)合計   △286 15,184   △1,725

中間(当期)包括利益   8,039 18,256   10,114



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

    
前中間期

(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日)

当中間期
(平成17年４月１日 
～平成17年９月30日)

前期 
(平成16年４月１日 
～平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額(百万円) 金額(百万円) 

営業活動による 
キャッシュ・フロー： 

   

中間(当期)純利益   8,325 3,072 11,839

調整項目：    

会計処理変更による累積的影
響額 

  ― △396 ―

減価償却費   11,669 11,830 23,578

繰延税金   △276 △1,620 2,084

受取手形及び売掛金の 
(△増)減 

  △2,104 △2,435 232

棚卸資産の増   △12,264 △27,278 △9,919

支払手形及び買掛金の増   7,136 7,235 7,702

未払法人税等の減   △2,534 △1,054 △2,930

厚生年金基金代行返上に伴う
債務返還差額 

  ― △27,434 ―

厚生年金基金代行返上に伴う
清算損失 

  ― 20,799 ―

臨時項目－貸方のれん償却益   ― △555 ―

その他―純額   △855 26 2,294

営業活動による 
純キャッシュ増(△減) 

  9,097 △17,810 34,880

投資活動による 
キャッシュ・フロー： 

   

有形固定資産の取得   △9,749 △12,192 △24,625

有形固定資産の売却   1,280 1,159 2,308

定期預金の(△増)減   △377 617 △1,300

有価証券及びその他の 
投資有価証券の取得 

  △408 △732 △696

有価証券及びその他の 
投資有価証券の売却 

  491 1,715 3,179

企業買収に伴う現金及び預金 
の純減 

  △366 ― △366

その他の投資の減   451 1,018 1,247

その他―純額   △1,146 △1,705 △3,277

投資活動による 
純キャッシュ減 

  △9,824 △10,120 △23,530



  

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 

  

    
前中間期

(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日)

当中間期
(平成17年４月１日 
～平成17年９月30日)

前期 
(平成16年４月１日 
～平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

財務活動による 
キャッシュ・フロー： 

   

現金配当   △3,669 △3,669 △3,671

短期借入金の増(△減)   7,039 12,652 △3,878

長期債務の借入   7,110 6,679 9,847

長期債務の返済   △13,494 △12,450 △20,390

その他―純額   △24 △12 △53

財務活動による 
純キャッシュ増(△減) 

  △3,038 3,200 △18,145

純キャッシュ減   △3,765 △24,730 △6,795

期首現金及び預金残高   73,588 66,793 73,588

中間期末(期末)現金及び預金残高   69,823 42,063 66,793

補足情報：    

中間(年間)キャッシュ支払額    

支払利息   1,463 1,180 2,675

法人税等   8,277 4,116 12,758

企業買収    

取得資産   642 ― 642

承継負債   △176 ― △176

取得純資産   466 ― 466

取得資産に含まれる現金及び 
預金 

  △100 ― △100

現金及び預金支出（△収入）
額 

  366 ― 366



⑥ 【中間連結財務諸表の作成方法等について】 

当中間連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。米国会計基準は、「会計研究公報」

(Accounting  Research  Bulletins)、「会計原則審議会意見書」(Opinions  of  the  Accounting  Principles 

Board)及び「財務会計基準審議会基準書」(以下「基準書」という。)(Statements of Financial Accounting 

Standards Board)等からなっております。さらに米国証券取引委員会(SEC)の財務諸表規則(Regulation S-X)の規

定も斟酌しております。 

当社はヨーロッパでの時価発行による公募増資を行なうため、ルクセンブルグ証券取引所において昭和51年12

月17日に預託証券形式の普通株式を発行しました。上場に際し預託契約により、「米国会計基準」に基づく連結

財務諸表を作成・開示していたことを事由として、昭和53年６月２日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方

法に関する規則取扱要領」第86条に基づく承認申請書を大蔵大臣へ提出し、同年６月６日付蔵証第853号により承

認を受けました。その後も継続して「米国会計基準」に基づく連結財務諸表を作成・開示しております。なお、

当社は米国証券取引委員会に登録しておりません。 

当社が採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法のうち、わが国の中間連結財務諸表原則及び中間

連結財務諸表規則に準拠した場合と異なるもので、重要なものは以下のとおりです。 

  

[中間連結財務諸表の構成について] 

当中間連結財務諸表は、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本勘定増減表、中間連結包括

利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書により構成されております。 

  

[会計処理の基準及び表示の方法について] 

(イ)新株発行費 

新株発行費は、わが国では商法施行規則第38条に従って費用に計上されますが、当中間連結財務諸表では、

米国会計基準に準拠して、費用計上されることなく資本剰余金から控除して表示しております。 

(ロ)新株引受権付社債 

新株引受権付社債の発行手取金のうち新株引受権の価額は、米国会計基準に準拠して、発行時に負債額から

控除し、資本剰余金に計上しております。 

(ハ)金融派生商品 

金融派生商品の公正価値の変動額は金融派生商品の使用目的に応じて当期純利益またはその他の包括利益と

して認識されます。すなわち、未認識確定契約及び認識済債権債務の公正価値ヘッジとして適格な先物外国為

替契約の公正価値の変動は、当期損益として認識されます。未認識確定契約及び認識済債権債務のキャッシュ

フローヘッジとして適格な先物外国為替契約の公正価値の変動は、その他の包括利益として報告され、当該金

額は、ヘッジ対象物が損益に影響を及ぼす期間と同期間に損益勘定に振替えられます。 



(ニ)株式に基づく報酬制度 

株式報酬制度について、付与日におけるストックオプションの公正価値を測定し、報酬費用として権利が確

定する期間にわたって認識しております。 

(ホ)販売促進費 

特定の販売促進費及びリベートは販売費及び一般管理費に計上されず売上高から控除しております。 

(へ)リース 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、わが

国では一般に賃貸借取引に準じた会計処理を行っておりますが、米国会計基準に準拠してキャピタル・リース

についてはリース物件の公正価値で資産計上し、それに対応する債務を未払計上しております。 

  



中間連結財務諸表に対する注記 

① 中間連結財務諸表の作成基準及び重要な会計方針の要約 

[事業活動の内容] 

連結会社(下記(イ)にて定義)は、主としてハム・ソーセージ・加工食品及び食肉の生産・販売という食肉関

連事業を行っております。また、連結会社は主として日本国内で事業を行っております。 

  

[中間連結財務諸表の作成基準] 

当中間連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して作成しておりま

す。したがって、当中間連結財務諸表の作成に当たっては、主としてわが国の会計慣行に準拠して作成された

会計帳簿に記帳された数値に対していくつかの修正を加えております。 

米国で一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠した財務諸表の作成に当たり、期末日現在の資産・

負債の金額、偶発的な資産・負債の開示及び報告対象期間の収益・費用の金額に影響を与える様々な見積りや

仮定を用いております。実際の結果は、これらの見積りなどと異なる場合があります。 

また、当中間期の表示に合わせて、前中間期及び前期の数値を組替えて表示しております。 

なお、注記⑦に記載しているセグメント情報は、中間連結財務諸表規則に基づいて作成しており、基準書第

131号に基づくセグメント情報は作成しておりません。 

  

[重要な会計方針の要約] 

当中間連結財務諸表の作成に当たって採用した重要な会計方針の要約は下記のとおりです。 

(イ)連結方針及び投資勘定 

当中間連結財務諸表は、当社と当社が直接・間接に議決権の過半数を所有している子会社のすべて(以下、当

社及び子会社を総称して「連結会社」という。)の各勘定を連結したものです。各会社間の重要な内部取引項目

は相殺消去しております。 

当中間連結財務諸表に含まれている連結子会社数の内訳は次のとおりです。 

  

(注) １ 主要な連結子会社名は㈱宝幸、Day-Lee Foods,Inc.、Nippon Meat Packers Australia Pty.Ltd.、日本ホワイトファーム

㈱、日本スワイン農場㈱、マリンフーズ㈱、日本ハム食品㈱、静岡日本ハム㈱、関東日本フード㈱です。 

２ 当中間期の連結子会社数の変動の内訳は以下のとおりです。 

   ・国内子会社  

     (減少) 合併による減少1社 

   ・在外子会社  

     (増加) 設立による増加1社、関連会社からの異動1社 

  

区分 
前中間期 

平成16年９月30日 
当中間期

平成17年９月30日 
前期 

平成17年３月31日 

国内子会社 87 86 87 

在外子会社 28 31 29 

合計 115 117 116 



全ての関連会社(議決権の20％から50％を実質的に所有する会社)に対する投資は、持分法の適用によって計

算した価額をもって表示しております。 

持分法適用会社数の内訳は次のとおりです。 
  

(注)  当中間期の持分法適用会社数の変動の内訳は以下のとおりです。 

  

(ロ)現金及び預金 

現金及び預金は、現金及び当座性預金であります。 

(ハ)売上債権 

連結会社の販売先は主として国内の小売業者及び卸売業者であります。 

(ニ)棚卸資産 

棚卸資産は、平均法による原価又は時価のいずれか低い価額で表示しております。時価は正味実現可能価額

によっております。 

当社の棚卸資産の評価基準は、従来、総平均法によっておりましたが、当中間期より移動平均法に変更して

おります。この変更は、価格変動をより迅速かつ適時に在庫に反映させ、期間損益を早期に把握すること等を

目的に行ったものであります。なお、この結果、2005年4月1日時点における累積的影響額（税効果考慮後）は

396百万円であり、中間連結損益計算書上「会計処理変更による累積的影響額」として表示しております。ま

た、この会計処理の変更により、当中間期における「持分法による投資損益、臨時項目及び会計処理変更によ

る累積的影響額前中間利益」は152百万円減少し「中間純利益」は244百万円増加しております。 

(ホ)市場性ある有価証券及び投資 

連結会社の有価証券及びその他の投資有価証券を売却可能有価証券又は満期保有目的有価証券に区分し、売

却可能有価証券は公正価値で評価するとともに未実現保有損益は法人税等控除後の金額を資本の内訳項目とし

て独立掲記し、満期保有目的有価証券は償却原価で評価しております。また、その他の投資は、取得原価又は

評価減後の価額で表示しております。 

連結会社は負債証券及び市場性のある持分証券の減損の可能性について、公正価値が帳簿価額を下回ってい

る程度、その公正価値の下落期間、保有能力及び保有意図等を含む判断基準に基づき定期的に検討を行ってお

ります。取得原価で計上されたその他の有価証券は、定期的に減損の可能性を検討しております。 

(ヘ)減価償却 

減価償却は、取得原価ベースで、前中間期約56％、当中間期約54％及び前期約55％の有形固定資産について

定率法、残りについては定額法によっております。なお、減価償却費には、キャピタル・リース資産の償却も

含まれております。減価償却の算定に用いた耐用年数は次のとおりです。 

    建物      15から38年 
    機械及び装置   5から12年 

区分 
前中間期 

平成16年９月30日 
当中間期

平成17年９月30日 
前期 

平成17年３月31日 

国内関連会社 7 7 7 

在外関連会社 3 3 4 

合計 10 10 11 

 ・在外関連会社   

    (減少) 連結子会社への異動1社 



(ト)長期性資産 

基準書第144号「長期性資産の減損又は処分の会計処理」を適用しております。この基準書は、長期性資産の

減損又は処分について統一された会計処理方法を規定しています。また売却予定資産の区分の基準を規定し、

非継続事業として報告される廃止事業の範囲を拡大し、そのような事業から生じる損失の認識時期を規定して

います。 

長期性資産の減損については、資産の帳簿価格の回収が困難となる兆候が発生していないかの判定を行って

います。もし、帳簿価格の回収が不可能と判断された場合には、当該資産について適切な方法により減損を認

識しています。 

(チ)営業権及びその他の無形固定資産 

基準書第142号「営業権及びその他の無形固定資産」を適用しております。この基準書では、営業権の会計処

理について償却に代えて少なくとも年１回の減損の判定を行うことを要求しています。また、耐用年数の認識

が可能な無形固定資産は利用可能期間にわたり償却すると、同時に減損判定も実施します。耐用年数が不確定

な無形固定資産は償却を行わず、耐用年数が不確定の間は減損の判定のみを行うことを要求しています。基準

書第141号「企業結合」に基づき取得純資産の公正価値が投資額を超える金額について、臨時項目利益として計

上しています。当中間期における臨時項目利益は555百万円であり、損益計算書上「臨時項目－貸方のれん償却

益」として表示しています。 

(リ)企業結合 

基準書第141号「企業結合」を適用しております。この基準書は、企業結合についてパーチェス法の適用を要

求しています。 

(ヌ)退職金及び年金債務 

当社は退職金及び年金制度に対して基準書第87号「雇用主の年金会計」を適用しております。 

また当社は基準書第88号「給付建年金制度の清算及び削減並びに退職給付に関する雇用者の会計」に基づ

き、退職給付債務の清算額が勤務費用と利息費用の合計額未満の場合には清算損益の認識を行っておりませ

ん。 

平成15年1月に、米国緊急問題専門委員会(以下「EITF」)はEITF基準書03-2号「厚生年金基金の代行部分の日

本政府への返上に関する会計」について最終合意に至りました。EITF基準書03-2号は、代行部分の給付債務と

関連する年金資産の政府への返上が完了した時点で、単一の清算取引が完結したものとして会計処理すること

を要求しています。年金資産が完全に政府に返上された時点で取引は完結したものとみなされ、その時点で代

行部分の全ての給付債務は清算されたものとみなされます。清算された給付債務と政府に返上された資産の差

額は損益として認識されます。 

当社は当中間期に、従業員の過去の勤務に関する代行部分について政府より返上の認可を受け、代行部分の

給付債務及び、それに関連する年金資産を政府に返上しました。当社はEITF基準書03-2号に従って会計処理を

行いました。返上の結果、代行部分の累積給付債務と関連する年金資産との差額27,434百万円を厚生年金基金

代行返上に伴う債務返還差額として計上しました。さらに代行部分に対応する将来昇給分である予測給付債務

と累積給付債務の差額991百万円を純期間年金費用の戻しとして、また未償却純損失残高の代行部分相当額の一

括償却を清算損失として21,790百万円を計上しました。将来昇給分の戻しと清算損失の合計額20,799百万円

は、5,589百万円を売上原価に、15,210百万円を販売費及び一般管理費にそれぞれ計上しています。 



当中間期に子会社への転籍及び早期退職による従業員への特別退職加算金7,412百万円を基準書第88号に従っ

て、原価及び費用の「その他」に費用認識しています。 

(ル)金融商品の公正価値 

金融派生商品以外の金融商品について、当該金融商品の帳簿価額と公正価値が相違している場合に連結財務

諸表に対する注記において公正価値を開示しております。但し、帳簿価額と公正価値が近似している場合に

は、公正価値の開示を省略しております。公正価値は、各期末日現在の入手可能な市場価格、取引業者の見積

り及びその他の評価方式に基づいて見積り計算しております。 

(ヲ)法人税等 

基準書第109号「法人所得税の会計処理」を適用しております。この基準によれば繰延税金資産及び負債は、

中間貸借対照表日現在の実効税率を使用して、会計上と税務上との間の資産及び負債の一時的差異をもとに計

算されます。また繰延税金費用及び収益は、将来の実現可能性の評価に基づき決定された繰延税金資産及び負

債の変動額として算定されます。 

当社は子会社の未配分利益について、再投資のため今後とも留保すると考えている場合、あるいは配当金と

して受領するとしても現行のわが国税法のもとでは課税されない場合には、その子会社の未配分利益について

法人税等を計上しておりません。 

(ワ)株式に基づく報酬制度 

当社は役員等のストックオプション制度による株式報酬費用について、基準書第123号「株式に基づく報酬の

会計処理」の規定する公正価値法を採用しております。この基準書では、付与日におけるストックオプション

の公正価値を測定し、報酬費用として権利が確定する期間にわたって認識します。付与したストックオプショ

ンの公正価値を見積もるため、ブラック・ショールズ・オプション価格算定モデルを用いております。 

(カ)一株当たりの金額 

基本的一株当たり純利益は、純利益を発行済株式の加重平均株式数で除して算定します。 

希薄化後一株当たり純利益は、純利益を発行済株式の加重平均株式数とストックオプションの付与による希

薄化効果を加味した株式数の合計で除して算定します。 

基本的及び希薄化後一株当たり純利益に使用した純利益及び株式数は以下のとおりです。 

  

(ヨ)収益の認識 

所有権及び危険負担が移転し、顧客が製品を受領したときに収益を認識しております。 

項目 
前中間期

平成16年４月１日 
～平成16年９月30日 

当中間期
平成17年４月１日 
～平成17年９月30日 

前期 
平成16年４月１日 
～平成17年３月31日 

純利益(分子)：   

  中間(当期)純利益(百万円) 8,325 3,072 11,839 

株式数(分母)：   

  基本的１株当たり純利益算定のための 
  加重平均株式数(千株) 

228,309 228,275 228,297 

  ストックオプションの付与による希薄化
の影響(千株) 

16 128 45 

  希薄化後の１株当たり純利益算定のため 
  の平均株式数(千株) 

228,325 228,403 228,342 



(タ)販売促進費 

連結会社は、販売促進費及びリベートについてEITF基準書01-9号「販売者が商品の購入者(再販売者を含む)

に支払う対価に関する会計」を適用しています。 

EITF基準書01-9号は特定の販売促進費及びリベートを販売費及び一般管理費に計上するのではなく売上高か

らの控除として処理することを要求しています。 

(レ)金融派生商品 

基準書第133号「金融派生商品とヘッジ活動会計処理」、基準書第138号「特定の金融派生商品及び特定のヘ

ッジ活動の会計処理－基準書133号の修正」及び基準書第149号「金融派生商品及びヘッジ活動に関する基準書

第133号の修正」を適用しております。これらの基準書はすべての金融派生商品を公正価値で貸借対照表上、資

産または負債として認識することを要求しています。金融派生商品の公正価値の変動額は金融派生商品の使用

目的に応じて当期純利益またはその他包括利益として認識されます。すなわち、未認識確定契約及び認識済債

権債務の公正価値ヘッジとして適格な先物外国為替契約の公正価値の変動は、当期の損益として認識されま

す。未認識確定契約及び認識済債権債務のキャッシュフローヘッジとして適格な先物外国為替契約の公正価値

の変動は、その他の包括利益として報告され、当該金額は、ヘッジ対象物が損益に影響を及ぼす期間と同一会

計期間に、損益勘定に振替えられます。 

(ソ)債務保証に関する会計処理と開示 

財務会計基準審議会解釈指針第45号「第三者の負債に対する間接保証を含む保証に関する保証者の会計処理

及び開示」(以下「解釈指針第45号」)を適用しております。解釈指針第45号は、債務保証を行うことに伴う債

務保証者の義務に関する開示を規定しています。また、同解釈指針はある種の保証については、保証開始時に

債務認識を要求しており、その債務は保証開始時の公正価値で認識されます。 

  

② 市場性のある有価証券及び投資 

前中間期末日、当中間期末日及び前期末日現在における有価証券及びその他の投資有価証券に含まれている負

債証券及び市場性のある持分証券の取得原価、未実現の保有損益及び公正価値は次のとおりです。 

  

区分 

前中間期 
平成16年９月30日 

当中間期
平成17年９月30日 

前期 
平成17年３月31日 

取得 
原価 
(百万円) 

未実現
利益 
(百万円) 

未実現 
損失 
(百万円) 

公正 
価値 
(百万円)

取得
原価 

(百万円)

未実現
利益 
(百万円)

未実現
損失 
(百万円)

公正
価値 
(百万円)

取得
原価 

(百万円)

未実現 
利益 
(百万円) 

未実現 
損失 
(百万円) 

公正
価値 
(百万円)

売却可能有価証券          

 持分証券 12,980 5,582 △273 18,289 11,778 8,718 △14 20,482 12,108 7,086 △95 19,099

 負債証券 
 ( 社債及び投資信託) 1,221 106 △31 1,296 1,344 117 0 1,461 1,212 143 △6 1,349

満期保有目的有価証券 1,041 6 0 1,047 766 6 0 772 766 7 ― 773

合計 15,242 5,694 △304 20,632 13,888 8,841 △14 22,715 14,086 7,236 △101 21,221



③ 担保提供資産及び担保付債務 

前中間期末日、当中間期末日及び前期末日現在の担保差入資産は次のとおりです。 
  

  

これらの担保差入資産は下記の債務に対応するものです。 
  

  

④ 金融商品 

前中間期末日、当中間期末日及び前期末日現在の金融商品の公正価値は次のとおりです。 
  

  

上記以外の金融商品の公正価値は取得価額とほぼ近似しております。長期債務の公正価値は市場金利を利用し

た見積りによっています。異なった仮定又は方法を使用すれば公正価値の見積りは変動することもあり得ます。 

  

⑤ 金融派生商品とヘッジ活動 

連結会社は、いくつかの種類の通貨による外貨建の輸出入業務を行なっています。外貨建の仕入債務、売上債

権、確定仕入契約及び予定取引(主として米ドル)から生ずる為替変動リスクを軽減するために、先物外国為替契

約を締結しております。大部分の為替予約は貸借対照表日より12ヶ月以内に期限が到来します。 

連結会社は、外国通貨ヘッジ取引を行なうための戦略を含むリスク管理方針を文書化しており、先物外国為替

契約は、これらの目的と戦略及び関連する詳細な規定に基づいて実行されています。また、ヘッジ目的以外には

金融派生商品を利用しないことをその方針としています。先物外国為替契約とヘッジ対象物との決定的な条件が

同一である場合は、ヘッジされたリスクに関する公正価値又はキャッシュ・フローの変動は、取引開始時及びそ

の後も継続して完全に相殺されると予想されます。決定的な条件がヘッジ対象物と相違する先物外国為替契約は

時価で評価され、発生した損益は、損益計算書に計上されます。先物為替契約に関わるその他の包括利益(損失)

累計額に計上している利益18百万円は、当中間期末より12ヶ月以内に損益に振替えられると予想されます。 

当中間期末日現在、連結会社には重要な与信リスクはありません。 

  

科目 
前中間期 

平成16年９月30日 
当中間期

平成17年９月30日 
前期 

平成17年３月31日 

有形固定資産(百万円) 
(減価償却累計額控除後) 

28,154 31,687 32,490 

科目 
前中間期 

平成16年９月30日 
当中間期

平成17年９月30日 
前期 

平成17年３月31日 

短期借入金(百万円) 1,900 2,100 2,000 

長期債務(百万円) 19,730 18,260 20,296 

合計 21,630 20,360 22,296 

区分 

前中間期
平成16年９月30日 

当中間期
平成17年９月30日 

前期 
平成17年３月31日 

帳簿価額
(百万円)

公正価値
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

公正価値
(百万円)

帳簿価額 
(百万円) 

公正価値
(百万円) 

 市場性のある持分証券及び負債証券(注記②) 20,626 20,632 22,709 22,715 21,214 21,221

 長期債務 75,380 75,675 62,335 62,475 61,724 61,882

 外国為替予約（未実現利益） 1,062 1,062 1,100 1,100 919 919



⑥ 契約残高及び偶発債務 

当社及び一部の子会社は関連会社の借入債務及び一部従業員の住宅ローンについて保証を行っています。各期

末日現在における当該保証によって当社が潜在的に負う最大支払額は前中間期は762百万円、当中間期は751百万

円、前期は387百万円となっております。 

各期末日現在における固定資産の購入契約残高は前中間期は約489百万円、当中間期は約2,628百万円、前期は

約1,794百万円です。 

  

⑦ 中間連結財務諸表規則に基づくセグメント情報 

(イ)事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しておりますが、食肉関連事業以外のいずれの事業の売上高及び営

業利益とも全セグメントに占める売上高及び営業利益の合計額の10％未満であるため、その他の事業として表示しており

ます。 

営業利益は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。 

２ 各事業に属する主要な製品は、以下のとおりであります。 

食肉関連事業・・・ハム・ソーセージ、加工食品及び食肉等 

その他の事業・・・水産物及び乳製品等 

  

  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

  

  
食肉関連 
事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 407,063 62,616 469,679 ― 469,679

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

10,743 1,247 11,990 (11,990) ―

計 417,806 63,863 481,669 (11,990) 469,679

  営業費用 401,273 63,554 464,827 (11,971) 452,856

  営業利益 16,533 309 16,842 (19) 16,823

  
食肉関連 
事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 413,840 63,129 476,969 ― 476,969

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

12,009 1,113 13,122 (13,122) ―

計 425,849 64,242 490,091 (13,122) 476,969

  営業費用 419,362 63,973 483,335 (13,019) 470,316

  営業利益 6,487 269 6,756 (103) 6,653



(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しておりますが、食肉関連事業以外のいずれの事業の売上高及び営

業利益とも全セグメントに占める売上高及び営業利益の合計額の10％未満であるため、その他の事業として表示しており

ます。 

営業利益は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。なお、

厚生年金基金の代行部分返上に伴う全ての損益は含めておりません。 

２ 各事業に属する主要な製品は、以下のとおりであります。 

食肉関連事業・・・ハム・ソーセージ、加工食品及び食肉等 

その他の事業・・・水産物及び乳製品等 

  

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しておりますが、食肉関連事業以外のいずれの事業の売上高、営業

利益及び資産とも全セグメントに占める売上高及び営業利益の合計額の10％未満であるため、その他の事業として表示し

ております。 

営業利益は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。 

２ 各事業に属する主要な製品は、以下のとおりであります。 

食肉関連事業・・・ハム・ソーセージ、加工食品及び食肉等 

その他の事業・・・水産物及び乳製品等 

  

  
食肉関連 
事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 810,233 124,445 934,678 ― 934,678

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

19,799 2,096 21,895 (21,895) ―

計 830,032 126,541 956,573 (21,895) 934,678

  営業費用 802,434 126,894 929,328 (21,891) 907,437

  営業利益(△営業損失) 27,598 △353 27,245 (4) 27,241



(ロ)所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっておりますが、日本以外のいずれの国又は地域の売上高が全セグメントの売上

高合計額の10％未満であるため、その他の地域として表示しております。 

営業利益は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。 

２ その他の地域の主なものは、オーストラリア、アメリカ及びタイであります。 

  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっておりますが、日本以外のいずれの国又は地域の売上高が全セグメントの売上

高合計額の10％未満であるため、その他の地域として表示しております。 

営業利益は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。なお、

厚生年金基金の代行部分返上に伴う全ての損益は含めておりません。 

２ その他の地域の主なものは、オーストラリア、アメリカ及びタイであります。 

  

  
日本 
(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 433,664 36,015 469,679 ― 469,679

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

269 36,982 37,251 (37,251) ―

計 433,933 72,997 506,930 (37,251) 469,679

  営業費用 420,067 69,985 490,052 (37,196) 452,856

  営業利益 13,866 3,012 16,878 (55) 16,823

  
日本 
(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 435,348 41,621 476,969 ― 476,969

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

651 40,644 41,295 (41,295) ―

計 435,999 82,265 518,264 (41,295) 476,969

  営業費用 429,065 82,294 511,359 (41,043) 470,316

  営業利益(△営業損失) 6,934 △29 6,905 (252) 6,653



前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっておりますが、日本以外のいずれの国又は地域の売上高が全セグメントの売上

高合計額の10％未満であるため、その他の地域として表示しております。 

２ その他の地域の主なものは、オーストラリア、アメリカ及びタイであります。 

営業利益は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。 

  

 (ハ)海外売上高 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。 

  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。 

  

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。 

  

  
日本 
(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 863,497 71,181 934,678 ― 934,678

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

668 72,914 73,582 (73,582) ―

計 864,165 144,095 1,008,260 (73,582) 934,678

  営業費用 841,100 139,860 980,960 (73,523) 907,437

  営業利益 23,065 4,235 27,300 (59) 27,241



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金 ※３ 30,615   16,649 32,829   

２ 受取手形   878   851 865   

３ 売掛金   72,977   72,906 69,939   

４ 有価証券 ※３ 250   310 501   

５ 棚卸資産   40,330   56,993 33,040   

６ 繰延税金資産   1,493   3,861 1,159   

７ 短期貸付金   40,070   46,902 40,468   

８ その他   4,533   5,037 4,697   

貸倒引当金   △360   △324 △322   

流動資産合計    190,790 51.7 203,185 54.0   183,179 50.8

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※1,2        

(1) 建物   24,823   23,848 25,279   

(2) 機械及び装置   12,833   13,171 13,312   

(3) 土地   35,143   30,755 34,405   

(4) その他   4,966   4,504 4,686   

有形固定資産合計    77,766 21.1 72,278 19.2   77,684 21.5

２ 無形固定資産    2,403 0.6 3,285 0.9   2,998 0.8

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 ※３ 19,466   20,797 19,466   

(2) 関係会社株式   30,812   30,304 31,054   

(3) 長期貸付金   33,547   30,909 33,410   

(4) 繰延税金資産   12,544   4,221 11,983   

(5) その他   4,978   14,520 4,921   

貸倒引当金   △3,193   △3,429 △4,034   

投資その他の資産 
合計    98,155 26.6 97,322 25.9   96,802 26.9

固定資産合計    178,325 48.3 172,885 46.0   177,485 49.2

資産合計    369,116 100.0 376,070 100.0   360,664 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形   2,195   1,312 2,183   

２ 買掛金   73,897   79,925 66,658   
 

３ 短期借入金   ―   2,000 ―   

４ １年内返済予定 
  長期借入金 ※２ 3,933   4,432 3,932   

５ １年内償還予定社債   5,000   10,000 15,000   

６ 未払法人税等   1,799   431 550   

７ その他   19,370   32,737 20,646   

流動負債合計    106,195 28.8 130,837 34.8   108,971 30.2

Ⅱ 固定負債          

１ 社債   19,700   9,700 9,700   

２ 長期借入金 ※２ 18,040   18,607 16,073   

３ 退職給付引当金   16,173   10,047 14,618   

４ 役員退職慰労引当金   ―   ― ―   

５ 長期未払金   301   260 294   

固定負債合計    54,215 14.7 38,614 10.3   40,686 11.3

負債合計    160,410 43.5 169,451 45.1   149,657 41.5

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    24,165 6.5 24,166 6.4   24,165 6.7

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   43,083   43,084 43,083   

資本剰余金合計    43,083 11.7 43,084 11.5   43,083 11.9

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   6,041   6,041 6,041   

２ 任意積立金   124,341   124,302 124,341   

３ 中間(当期)未処分 
  利益   8,828   4,982 10,099   

利益剰余金合計    139,211 37.7 135,325 36.0   140,482 39.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    2,411 0.6 4,250 1.1   3,468 1.0

Ⅴ 自己株式    △166 △0.0 △206 △0.1   △194 △0.1

資本合計    208,705 56.5 206,619 54.9   211,006 58.5

負債資本合計    369,116 100.0 376,070 100.0   360,664 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    306,490 100.0 307,187 100.0   611,912 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  261,264 85.2 269,201 87.6   525,471 85.9

売上総利益    45,226 14.8 37,986 12.4   86,440 14.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  39,165 12.8 37,453 12.2   79,307 12.9

営業利益    6,060 2.0 533 0.2   7,133 1.2

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   557   541 1,111   

２ その他   2,043   3,089 3,432   

営業外収益計    2,601 0.8 3,630 1.2   4,544 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※１        

１ 支払利息   371   323 724   

２ その他   796   835 1,367   

営業外費用計    1,167 0.4 1,158 0.4   2,092 0.3

経常利益    7,494 2.4 3,005 1.0   9,585 1.6

Ⅵ 特別利益 ※２  270 0.1 14,129 4.6   2,171 0.3

Ⅶ 特別損失 ※3,4  1,967 0.6 14,052 4.6   3,946 0.6

税引前中間(当期) 
純利益    5,796 1.9 3,082 1.0   7,810 1.3

法人税、住民税 
及び事業税   1,620   70 2,200   

法人税等調整額   424 2,044 0.7 4,517 4,587 1.5 584 2,784 0.5

中間(当期)純利益又
は中間純損失（△）    3,752 1.2 △1,505 △0.5   5,026 0.8

前期繰越利益    5,076 6,487   5,076 

自己株式処分差損    ― ―   2 

中間(当期)未処分 
利益    8,828 4,982   10,099 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) たな卸資産 

  評価基準：原価法 

  評価方法：総平均法 

       (但し、貯

蔵品につい

ては、移動

平均法) 

(1) たな卸資産 

評価基準：原価法 

評価方法：移動平均法 

 （会計方針の変更） 

たな卸資産の評価基準及

び評価方法は、従来、製品

及び商品、原材料、仕掛品

については、総平均法に基

づく原価法（貯蔵品につい

ては移動平均法に基づく原

価法）によっておりました

が、当中間会計期間より、

製品及び商品、原材料、仕

掛品については、移動平均

法に基づく原価法に変更し

ております。 

この変更は、新会計シス

テムを導入したことを契機

に、価格変動をより迅速か

つ適時に在庫に反映させ、

期間損益を早期に把握する

こと等を目的に行ったもの

であります。 

なお、この結果、前期と

同一基準を採用した場合と

比較して、当中間会計期間

末の棚卸資産は633百万円

増加し、当中間会計期間の

営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益は同額増加

しております。 

(1) たな卸資産 

 評価基準：原価法 

 評価方法：総平均法 

       (但し、貯

蔵品につい

ては、移動

平均法) 

  (2) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   …償却原価法(定額

法) 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   …総平均法に基づく

原価法 

(2) 有価証券 

満期保有目的の債券 

   …償却原価法(定額

法) 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   …移動平均法に基づ

く原価法 

(2) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   …償却原価法(定額

法) 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   …総平均法に基づく

原価法 

    その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …中間期決算日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は全部資本直入法

により処理し、売

却原価は総平均法

により算定) 

  その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …中間期決算日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は全部資本直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定) 

  その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は総平均法により

算定) 

    ②時価のないもの 

   …総平均法に基づく

原価法 

  ②時価のないもの 

   …移動平均法に基づ

く原価法 

  ②時価のないもの 

   …総平均法に基づく

原価法 



  

項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至  平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

  至  平成17年３月31日) 

     （会計方針の変更） 

有価証券の評価方法（そ

の他有価証券の時価のある

ものについては売却原価算

定方法について）は、従

来、総平均法によっており

ましたが、当中間会計期間

より移動平均法に変更して

おります。 

この変更は、新会計シス

テムを導入したことを契機

に、有価証券の売却による

売却損益の把握をより迅速

かつ適時に行うことを目的

に行ったものであります。 

なお、この変更による損

益に与える影響額は軽微で

あります。 

  

２ 減価償却資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法(ただし、兵庫

工場、徳島工場及び一部

の貸与資産並びに平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備は

除く)については定額法)

を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりです。 

  建物及び構築物 

        15～38年 

  機械及び装置 

        ５～９年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法。なお、自社利

用のソフトウェアについ

ては、社内における利用

可能期間(５年)に基づく

定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備え

るため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  なお、過去勤務債務

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(13年)によ

る定額法により費用処理

しております。また、数

理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(16年又は13年)によ

る定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理する

こととしております。 

(追加情報) 

当社は、確定給付企業年

金法の施行に伴い、厚生年

金基金の代行部分につい

て、平成15年10月29日に厚

生労働大臣から将来分支給

義務免除の認可を受けまし

た。 

当社は「退職給付会計に

関する実務指針(中間報

告)」(日本公認会計士協会

制度委員会報告13号)第44

－２項を適用する予定で

す。 

この為、現時点では損

益に与える影響額を算出

することは困難でありま

す。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  また、数理計算上の差

異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(16年又

は13年)による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から

費用処理することとして

おります。 

  

  

  

  

  

 (追加情報) 

当社は、確定給付企業年

金法の施行に伴い、厚生年

金基金の代行部分につい

て、平成17年4月1日に厚生

労働大臣から過去分返上の

認可を受け、平成17年9月7

日に国に返還額（最低責任

準備金）の納付を行ってお

ります。 

これにより、当中間会計

期間において、特別利益と

して13,106百万円計上して

おります。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

  なお、過去勤務債務

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(13年)によ

る定額法により費用処理

しております。また、数

理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(16年又は13年)によ

る定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理する

こととしております。 

  

  

  

― 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

(3) 役員退職慰労引当金 

役員等の報酬制度改正の
一環として、平成16年６月
25日の定時株主総会の日を
もって役員退職慰労金制度
を廃止しました。 
なお、当該総会までの期
間に対応する役員退職慰労
金相当額は長期未払金に振
替えております。 

― (3) 役員退職慰労引当金 

役員等の報酬制度改正の
一環として、平成16年６月
25日の定時株主総会の日を
もって役員退職慰労金制度
を廃止しました。 
なお、当該総会までの期
間に対応する役員退職慰労
金相当額は長期未払金に振
替えております。 

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法 ① 為替予約のヘッジ会計

の方法 

  為替予約が付されてい

る外貨建買入債務につい

ては、振当処理を行って

おります。 

① 為替予約のヘッジ会計

の方法 

同左 

① 為替予約のヘッジ会計

の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段…デリバテ

ィブ取引

(為替予

約取引) 

  ヘッジ対象…キャッシ

ュ・フロ

ーが固定

されその

変動が回

避される

もの 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

  為替予約取引は為替リ

スク管理方針に基づき、

取引権限及び取引限度額

を定めた社内規程で運用

しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方

法 

  為替予約の契約締結時

に為替リスク管理方針に

従っていることを確認す

ることで、有効性評価の

方法としております。 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 



  

 会計処理の変更 

追加情報 

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

      

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。 

 この結果、税引前中間純利益は

4,280百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につきまし

ては、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

― ― 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が332百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が332

百万円減少しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 

78,965百万円 81,310百万円 79,824百万円

※２ 担保差入資産       

  工場財団抵当に供してい

る有形固定資産 

建物・構築物 4,192百万円

機械及び装置 473百万円

土地 2,103百万円

計 6,769百万円

建物・構築物 5,131百万円

機械及び装置 366百万円

土地 2,103百万円

計 7,600百万円

建物・構築物 5,230百万円

機械及び装置 413百万円

土地 2,103百万円

計 7,747百万円

  上記に対応する債務 長期借入金 3,170百万円 長期借入金 2,838百万円 長期借入金 3,004百万円

※３ 取引保証担保差入       

    有価証券 ― 300百万円 300百万円

    投資有価証券 300百万円 ― ―

    定期預金 110百万円 110百万円

  

110百万円

偶発債務 
保証先

種類 
(百万円) 

金額
(百万円)

Texas Farm,LLC. 借入保証 4,930

Nippon Meat 
Packers 
Australia 
Pty.Ltd. 

借入保証 4,897

日本ホワイト
ファーム㈱ 借入保証 1,684

日本ファイン
フード㈱ 借入保証 965

その他7件 借入、 
取引保証 2,468

計 ― 14,945

保証先
種類

(百万円)
金額

(百万円)

Nippon Meat 
Packers  
Australia  
Pty. Ltd. 

借入保証 11,861

日本ホワイト
ファーム㈱ 借入保証 1,305

M.Q.F.Pty.
Ltd. 借入保証 940

高松ハム㈱ 借入保証 749

その他5件
借入、
取引保証

720

計 ― 15,575

保証先
種類 

(百万円) 
金額 

(百万円)

Nippon Meat 
Packers  
Australia  
Pty. Ltd. 

借入保証 9,018

日本ホワイト
ファーム㈱ 借入保証 1,480

M.Q.F.Pty.
Ltd. 借入保証 924

日本スワイン
農場㈱ 借入保証 614

その他6件
借入、 
取引保証 795

計 ― 12,833

消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産のその他

に含めて表示しております。 

同左 ――― 



(中間損益計算書関係) 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 減価償却実施額       

    有形固定資産 2,492百万円 2,563百万円 5,135百万円

    無形固定資産 363百万円 254百万円 609百万円

※２ 特別利益の主な内
訳 

  

固定資産売却益 
主なものは土地269百万
円であります。 

主なものは土地206百万円
であります。 

主なものは土地644百万円
であります。 

投資証券売却益 ―                815百万円 1,166百万円

厚生年金基金代行返
上益 ― 13,106百万円     ― 

※３ 特別損失の主な内
訳 

      

  固定資産廃棄損 

建物及び構築物 117百万円

機械及び装置 101百万円

その他 5百万円

計 224百万円

建物及び構築物 125百万円

機械及び装置 45百万円

その他 8百万円

計 178百万円

建物及び構築物 290百万円

機械及び装置 201百万円

その他 23百万円

計 515百万円

  特別退職金 1,152百万円 7,412百万円 1,409百万円

  貸倒引当金繰入額 538百万円 11百万円 1,388百万円

  投資有価証券 
評価損 

― 28百万円 186百万円

  関係会社株式 
  評価損 

― 1,419百万円 ― 

  減損損失 ― 4,280百万円 ― 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
  至  平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至  平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
  至  平成17年３月31日) 

※４ 減損損失 
 

  

  

当中間会計期間におい
て、当社は以下の資産グル
ープについて減損損失を計
上いたしました。 
（1）減損損失を計上した
資産グループ及び減損損失
計上額、資産の種類毎内訳 
                    （単位：百万円） 
用途    場所     減損損失 

賃貸用 大阪府泉佐野市他14ケ所3,854 

資産 
(内土地 3,148)

(内建物・構築物  678)

(内その他   28)

遊休  北海道空知郡他8ケ所   426 
資産   

(内土地  244)

(内建物・構築物  178)

(内その他   4)

合計       ―      4,280 
(内土地 3,392)

(内建物・構築物  856)

(内その他   32)

＊表示を明瞭にするため、主たる用途ご

とに集約して記載しております。 
（2）資産のグルーピング 
 当社は、事業用資産につ
いては、事業の種類別セグ
メントを基礎として、賃貸
用資産、遊休資産について
は、物件単位ごとにグルー
ピングしております。 
（3）減損損失を認識する
に至った経緯 
 賃貸用資産と遊休資産の
うち、近年の著しい地価下
落に伴い回収可能価額が低
下したものについて、帳簿
価額を回収可能価額まで減
額し、特別損失に計上して
おります。 
（4）回収可能価額の算定
方法 
 回収可能価額の算定にあ
たっては、賃貸用資産につ
いては正味売却価額又は使
用価値を、遊休資産につい
ては正味売却価額を適用し
ており、正味売却価額は主
として路線価による相続税
評価額により評価し、使用
価値は将来キャッシュ・フ
ローを4.9％で割り引いて
算定しております。 
  

  



(リース取引関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

  
取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価 
償却 

累計額相
当額 

(百万円) 

中間
期末 
残高 
相当額
(百万円)

車輌 
運搬具 1,047 621 426

工具・器具 
及び備品 2,703 1,999 703

その他 147 134 12

合計 3,898 2,755 1,143

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 

取得
価額 
相当額
(百万円)

減価
償却 

累計額相
当額 

(百万円)

中間
期末 
残高 
相当額
(百万円)

車輌
運搬具 576 326 250

工具・器具
及び備品 1,711 1,267 444

その他 ― ― ―

合計 2,287 1,593 694

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価 
償却 

累計額相
当額 

(百万円) 

期末 
残高 
相当額
(百万円)

車輌
運搬具 822 482 340

工具・器具
及び備品 1,828 1,257 570

その他 ― ― ―

合計 2,650 1,740 910

   (注) 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み

法により算定しておりま

す。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

  ２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (注) 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法に

より算定しております。 

１年内 591百万円

１年超 551百万円

合計 1,143百万円

２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

同左 

１年内 301百万円

１年超 393百万円

合計 694百万円

２ 未経過リース料期末残高相当

額 

 なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してお

ります。 

１年内 434百万円

１年超 476百万円

合計 910百万円

  ３ 当中間会計期間の支払リース

料等 

(1) 支払
リース料 376百万円

(2) 減価償却費 
相当額 376百万円

３ 当中間会計期間の支払リース

料等 

(1)
支払
リース料 259百万円

(2)
減価償却費
相当額 259百万円

３ 当期の支払リース料及び減価

償却費相当額 

(1)
支払
リース料 685百万円

(2)
減価償却費 
相当額 685百万円

  ４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

１株当たり情報は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

特記事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―         ― 

 確定給付企業年金法の施行に伴

い、日本ハム厚生年金基金の代行部

分について、平成17年４月１日付け

で厚生労働大臣から過去分返上の認

可を受けました。 

 これに伴い、当社は「退職給付会

計に関する実務指針(中間報告)」

(日本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号)第44－２項に基づ

き、代行部分過去分返上認可の日に

おいて、代行部分にかかる退職給付

債務の消滅及びこれに伴う損益を認

識いたしました。 

 当該損益は、平成18年３月期の決

算において、13,146百万円を代行返

上益として特別利益に計上する予定

です。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第60期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 

            

(2) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号及び第19号（財政状態及び経営成

績に著しい影響を与える事象の発生）に基づ

くもの 

  
平成17年９月30日 
関東財務局長に提出  

          

(3) 
臨時報告書の 
訂正報告書 

平成17年９月30日提出の臨時報告書(財政状態

及び経営成績に著しい影響を与える事象の発

生）に係る訂正報告書 

平成17年11月４日 
関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月13日

日本ハム株式会社 

取締役会 御中 

  

  
  

  

  

  
  

  

我々監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本
ハム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年４月１日から
平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本
勘定増減表、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連
結財務諸表の作成責任は経営者にあり、我々監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。 
我々監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、我々監査法人に
中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。我々監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対す
る意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
我々監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(中間連結財
務諸表注記①参照)に準拠して、日本ハム株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。ただし、中間連結財務諸表注記①に記載のとおり、セグメント情報
については、米国財務会計基準審議会基準書第131号にかえて「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(平成11年大蔵省令第24号)第14条に準拠して作成されている。 
会社と我々監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
監査法人トーマツは、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業務を継続的に行
っている。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  小  山     彪  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  井  上  雅  至  ㊞ 

監査法人 トーマツ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  西  浦  孝  充  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  新  免  和  久  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月12日

日本ハム株式会社 

取締役会 御中 

  

  
  

  

  

  
  

  

我々監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本
ハム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本
勘定増減表、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連
結財務諸表の作成責任は経営者にあり、我々監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。 
我々監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、我々監査法人に
中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。我々監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対す
る意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
我々監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(中間連結財
務諸表注記①参照)に準拠して、日本ハム株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。ただし、中間連結財務諸表注記①に記載のとおり、セグメント情報
については、米国財務会計基準審議会基準書第131号にかえて「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(平成11年大蔵省令第24号)第14条に準拠して作成されている。 
会社と我々監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
監査法人トーマツは、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業務を継続的に行
っている。 

以 上

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  小  山     彪  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  井  上  雅  至  ㊞ 

監査法人 トーマツ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  西  浦  孝  充  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  久  田  友  春  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月13日

日本ハム株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ハ

ム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第60期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から平成

16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続きに必要に応じて

追加の監査手続きを適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本ハム株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  小  山     彪  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  井  上  雅  至  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月12日

日本ハム株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ハ

ム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続きに必要に応じて

追加の監査手続きを適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本ハム株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  小  山     彪  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  井  上  雅  至  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 
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